
新大阪駅周辺地域のまちづくり
世 界 有 数 の 広 域 交 通 タ ー ミ ナ ル の ま ち づ く り の 実 現

大阪府・大阪市 ２０２6．3ver.

新大阪駅エリアまちづくりキャッチフレーズ
「新しいの、その先へ 新大阪」

（2025年1月決定）



北陸新幹線

※リニア中央新幹線新駅の位置は確定していない

新大阪駅周辺地域のまちづくりがめざす大きな方向性

圧倒的な広域交通アクセスの良さを最大限に活かし、

人々の高密度な交流を促進し、新たな価値を生み出すことにより、

大阪の国際都市化のフラグシップとなり、関西・日本の発展を支えます。

新大阪駅周辺地域

世界有数の広域交通ターミナルのまちづくりの実現

新大阪駅周辺地域が担うべき役割

大阪で唯一新幹線駅を有し、関西の玄関口である 新大阪 駅エリア

ビジネス・産業、観光・文化・エンターテイメントなど、国内外から人が集まり、交流を促進する

機能を導入することにより、新しい価値を生み出し、日本の成長を支える役割を担います。

交 流 促 進 機 能 を も つ

“ 日 本 中 央 回 廊 の 西 の 中 心 ”

交 通 結 節 機 能 が 充 実 し た

“ 広 域 交 通 の 一 大 ハ ブ拠 点 ”

多様な交通サービスの提供や、乗り換え利便性の向上

により、日本国内の拠点とアジアを中心とする世界の

拠点をつなぐ人の結節点としての役割を担います。

都 市 空 間 機 能 が あ ふ れ る

“ 世 界 に つ な が る関 西 の ゲ ー ト ウ ェ イ ”

世界から訪れる多くの人を迎え入れる国際都市にふ

さわしい高い魅力を持った都市空間を形成すること

で、関西のゲートウェイとしての役割を担います。

新大阪駅周辺地域のサブ拠点であるとともに、地域のまちづくりの中心的な拠点である

十三 駅エリア 、 淡路 駅エリア

今後、北陸新幹線や新大阪連絡線の新駅が想定されることや、

淀川左岸線の整備などにより、広域交通の利便性がより一層高まります。

また、将来的にはリニア中央新幹線が大阪まで整備される計画となっています。

これらのプロジェクトや社会状況の変化等に備え “新大阪駅エリア”を中心に

近接する“十三駅エリア”、 “淡路駅エリア”の３つのエリアを一体と捉えた

新大阪駅周辺地域 の20年から30年先を見据えた新たなまちづくりを進めています。

２０２５年
大阪・関西万博

阪急高架化

歌島豊里線（都市計画道路）開通
大阪都市再生環状道路

全線完成

柴島浄水場機能集約
新大阪連絡線

新大阪駅エリアにおける
民間都市開発の機運醸成 段階的なまちづくり 世界有数の広域交通ターミナルのまちづくりの実現

リニア中央新幹線

関連する周辺プロジェクトと想定スケジュール

なにわ筋線完成
なにわ筋連絡線
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新大阪駅周辺地域について
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新大阪駅 エ リ ア

新大阪駅周辺地域のまちづくりをけん引するリーディング拠点として、駅とまちが一体とな

り質の高い機能の集積と、居心地がよく歩きたくなるまちなかを形成し、エリアの価値の向

上を図ります。

国内外から多く集まる人々をまちに広げるため、駅・広場・

民間開発（低層部）を一体的な空間とし、歩きやすい動線

を確保するとともに、にぎわいや潤いある連続的な空間形

成を図ります。

鉄道とまちをつなぐ役割を担う広域交通結節施設は、利

便性・円滑性・快適性を高めるため、「歩行者」「交通（自動

車等）」「利用者サービス」の３空間を適切に配置します。

大規模な建て替えや土地利用転換など、まとまりのある

民間都市開発にあわせて、新大阪エリアにふさわしい機

能の導入や、魅力的な低層部の創出などにより、まちの

価値を高めます。

駅とまちが一体となった空間づくり

まちへ誘導する円滑な上下移動

駅とまちが一体となった低層部

駅とまちをつなぐ歩行者デッキ

MaaSによる円滑な乗り換え

居心地のよい滞留空間

人に寄り添ったサービスの提供

広域交通の乗降施設（高速バスの拠点化）

②駅とまちをつなぐ 「広域交通結節施設」

①人の流れをまちに広げる 「歩行者空間」

③まちの価値を高める 「民間都市開発」

N

新大阪駅エリアのまちづくり

上下移動による回遊性の向上

まちの景観の向上

歩行者デッキ

屋外と一体となったオープンスペース

みどりを活かした空間

都 市 再 生 緊 急 整 備 地 域 と は
・都市再生緊急整備地域とは、都市再生特別措置法（平成14年6月1日施行）に基づき、都市再生の拠点とし
て、民間の都市開発事業等を通じて緊急かつ重点的に市街地の整備を推進すべき地域として政令で定める
ものです。

・都市再生緊急整備地域内で、都市再生事業（地域整備方針に定められた都市機能の増進を主たる目的とし、

道路、公園、広場等の公共施設の整備を伴う開発事業）を行う場合は、容積率制限の緩和、金融支援、
税制特例などを受けることが可能となります。

質の高い機能の導入と駅とまちが一体となった空間を形成

新大阪の拠点性を向上する機能の導入

駅からまちの利用駅からまちの利用

まちから駅の利用まちから駅の利用

① ②

③



・H30年8月 新大阪駅周辺地域が都市再生緊急整備地域の候補地域に指定

・H31年1月 「新大阪駅周辺地域都市再生緊急整備地域検討協議会」設置

・R2年3月 「新大阪駅周辺地域都市再生緊急整備地域まちづくり方針の骨格」の
とりまとめ

・R4年6月 「新大阪駅周辺地域都市再生緊急整備地域まちづくり方針2022」策定

・R4年10月 国による都市再生緊急整備地域（新大阪駅周辺地域）の指定

・R4年12月 「新大阪駅周辺地域都市再生緊急整備協議会」設置
「新大阪駅周辺地域まちづくり検討部会」設置

・R5年2月 新大阪駅周辺地域まちづくりセミナー開催

・R5年11月 新大阪駅周辺地域まちづくりシンポジウム開催

・R6年８月 北陸新幹線の新大阪駅位置（案）の公表

・R7年1月 新大阪駅周辺地域まちづくりシンポジウム開催
まちづくりキャッチフレーズ決定

・R7年6月 「新大阪駅周辺地域まちづくり方針」の策定

・R7年11月 「シンオーサカ・ミナミートフェス」開催（社会実験）
※主催：新大阪駅南口エリアまちづくり協議会（後援：大阪府市、JR西日本）

・R8年1月 新大阪駅周辺地域まちづくりセミナー開催

これまでの経過 ・取組み 検討体制

新大阪駅周辺地域都市再生緊急整備協議会 R4(2022).12 設置

• 都市再生緊急整備協議会の体制

• まちづくりロードマップ

• まちづくり方針の更新（新幹線新駅関連）

• 法定計画関係 など

【構成メンバー：国、地方公共団体、民間事業者、経済団体】

【構成メンバー：国、地方公共団体、民間事業者】

新大阪駅周辺地域都市再生緊急整備協議会会議 R4(2022).12 設置

各種 検討会 （検討項目ごとに協議・調整するための組織）

新大阪駅エリアの
民間都市開発の誘導方策検討会

R5(2023).7設置

新大阪駅周辺地域
プロモーション検討会
R5(2023).7設置

淡路駅エリア計画
策定検討会

R6(2024).2設置

十三駅エリア計画
策定検討会

R6(2024).2設置

新大阪駅周辺地域

新大阪駅エリア

新大阪駅エリア
交通結節機能強化検討会
R７(2025).３設置

十三駅エリア 淡路駅エリア

■お問い合わせ先

大阪都市計画局 拠点開発室 広域拠点開発課 TEL：06-6210-9327

E-mail：kouikikyoten@gbox.pref.osaka.lg.jp

新大阪駅周辺（R8.1撮影） 新大阪駅周辺地域まちづくりセミナー（R8.1）

シンオーサカ・ミナミートフェス（R7.11）※駅前広場・道路・民間敷地を活用し、官民連携により社会実験を実施

【左：駅前広場 中央：道路上 右：民間敷地内】

令和4年12月に、国の関係行政機関の長、地方公共団体の長および民間事業者で構成する「新
大阪駅周辺地域都市再生緊急整備協議会」を設置し、本協議会において、都市再生緊急整備地
域における市街地の整備に関する協議を行い、官民協働でまちづくりの検討を進めています。

また、具体的な検討項目について協議・調整を行うため、協議会に「新大阪駅周辺地域まちづく
り検討部会」を設置するとともに、検討項目ごとに協議・調整するための組織（検討会）を設置し
ています。

• 新大阪駅周辺地域全体のプロモーション

• 民間都市開発プロジェクトの推進・誘導方策検討

• 新幹線新駅関連プロジェクトの検討

• 十三駅エリア・淡路駅エリアのエリア計画の検討 など

新大阪駅周辺地域まちづくり検討部会 R4(2022).12 設置

【構成メンバー：国、地方公共団体、民間事業者、経済団体、学識経験者】

北陸新幹線の新大阪駅位置（案）〔地下〕
出典：第7回北陸新幹線事業推進調査に関する連絡会議資料（鉄道・運輸機構）

※鉄道・運輸機構による検討中の案（R6.８時点）


